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      令和３年４月１日 

 

秋田県北部老人福祉総合エリア  

                    所 長  斉 藤 礼 彦 

 

当エリアでは、新型コロナウイルス感防止対策として、ウイルスの侵入を水際で防ぎ、感染

拡大対策を徹底して行います。 

また、当エリア利用者様の健康を守るため次のような対応とさせて頂きますので、ご協力を

お願いいたします。 

 

１．感染拡散を防ぐため、しばらくの間、以下の症状のある方は施設の利用をご遠慮いただき

ますようお願いいたします。 

①37.5 度以上の熱がある方。 

②強いだるさ（倦怠感）や息苦しさがある方。 

③せき、たん、胸部不快感のある方。 

④その他、新型コロナウイルス感染可能性の症状がある方。 

 なお、ご来館の際には、手指消毒薬で手指の消毒を行って頂き、原則、マスク着用をお願い

いたします。 

２．当エリアの営業における感染防止対策について 

  ①玄関等各所に手指消毒薬を設置します。 

  ②手すり、トイレ等の出入り口のドアノブなど不特定多数の方が触れる箇所の除菌及び清

掃を１日複数回実施します。 

  ③職員全員の始業前の検温と定期的な手洗い及びマスクの着用を徹底します。（37.5 度以

上は勤務禁止） 

   職員の家族等同居者に感染者や感染者との接触あることが判明した場合は即刻出勤禁

止し、その職員が他の職員との接触の有無について実態把握を行い、保健所等の指導を

仰ぎながら、必要に応じて他の職員の出勤禁止等の措置を講じます。 

３．ご利用者様等の体調不良等への対応について 

  ①体温計を貸し出します。必要に応じて検温をお願いいたします。 

  ②発熱等の体調に異変が生じた場合は必ず申し出るようにお願いいたします。また、ご宿

泊様のチェックイン時に検温を実施いたします。37.5 度以上の熱がある方はご利用をお

断りさせて頂きます。 

  ③緊急時の対応について 

   ア．発熱等の体調に異変が生じた場合はご利用を中止させていただきます。即時退館で

きない場合は別室にてお休み頂きます。 

   イ．発熱等の体調に異変が生じた場合は、ご自身のかかりつけ医、または下記※コール

センターへ電話相談願います。その際、職員に状況をご説明頂きます。必要に応じ

エリア職員が対応いたします。 

   ウ．救急外来等への連絡や受診については、原則、ご利用者様にてお願いいたします。

必要に応じて職員に状況をご説明頂きます。なお、ご利用者様にて困難な場合は、

職員が対応いたします。 

（平日夜間、休日等 大館市休日夜間急患センター 0186-45-0223） 

   エ．その他、必要に応じて保健所等関係機関へ連絡し指示を仰ぎます。 

     指示により館内消毒、営業中止の措置を講じる場合がございます。その際には、ご

利用を中止しご退館願います。  

   

※コールセンター 

  ○あきた新型コロナ受診相談センター 

         ０１８－８６６－７０５０…２４時間対応（毎日） 

         ０１８－８９５－９１７６…９時から１７時まで（毎日） 

         ０５７０－０１１－５６７…９時から１７時まで（毎日） 


